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 平成 30年２月４日からの大雪による被災者に係る保険診療関係等及び診療報

酬の取扱いについては、当面、下記のとおり取り扱うこととしたので、関係団

体への周知を図るようお願いしたい。 

 

記 

 

１．定数超過入院について 

（１）「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並び

に入院基本料の算定方法について」（平成 18 年３月 23 日保医発第 0323003

号）の第１の３において、保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過

して入院させた場合の取扱いについては、「災害等やむを得ない事情」の

場合は、当該入院した月に限り減額の対象としないとされているところで

ある。今般、被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、大雪による

被災者を受け入れたことにより定数超過入院となった保険医療機関にあっ

ては、この規定にかかわらず、当面の間、同通知第１の２の減額措置は適

用しないものとすること。 

 

（２）（１）の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における

療養に要する費用の額の算定方法」（平成 28 年厚生労働省告示第 73 号）の

第４項第一号に掲げる DPC 対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を

超過して入院させた場合の取扱いによらず、当面の間、従前の通り診断群

分類点数表に基づく算定を行うものとすること。 

 

御中 



２．施設基準の取扱いについて 

（１）今般の大雪に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急

増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関につ

いては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに

ついて」（平成 28 年３月４日保医発 0304 第１号。以下「基本診療料の施設

基準等通知」という。）の第３の１（１）の規定にかかわらず、当面、月平

均夜勤時間数については、１割以上の一時的な変動があった場合においても、

変更の届出を行わなくてもよいものとすること。 

 

（２）また、大雪に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に

急増等した保険医療機関については、基本診療料の施設基準等通知の第３の

１（３）及び（４）の規定にかかわらず、１日当たり勤務する看護師及び准

看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と

入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率につ

いては、当面、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届

出を行わなくてもよいものとすること。 

 

（３）上記と同様の場合、ＤＰＣ対象病院について、「ＤＰＣ制度への参加等

の手続きについて」（平成28年３月25日保医発0325第７号)の第１の４（２）

②に規定する「ＤＰＣ対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」とし

ての届出を行わなくてもよいものとすること。 

 

（４）（１）から（３）の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関

においては、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した

ことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。 

 

（５）被災地域以外の保険医療機関についても、（１）から（４）までを適用

するものとすること。 

 

 

以上 

 

 

 

 
 
 

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係 

  TEL:03-5253-1111（内線 3288） 

   FAX:03-3508-2746 


	
事務連絡
平成30 年２月４日からの大雪による被災者に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

